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旧
道
路
関
係
四
公
団
の
将
来
の
株
式
市
場
上
場
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
三
年
十
二
月
二
十
二
日
発
表
の
、
「
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
の
基
本
的
枠
組
み
に
つ
い
て
（
概
要
）
」
に
よ
る

と
、
国
な
ど
は
上
場
後
も
株
式
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
し
、
社
債
な
ど
は
当
分
の
間
は
債
務
保
証
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
、
旧
道
路
関
係
四
公
団
（
以
下
、
公
団
）
が
試
算
し
た
二
〇
〇
四
年
度
末
の
資
産
合
計
は
三
十
三
・
〇
兆
円
、
負
債

合
計
は
二
十
八
・
六
兆
円
で
あ
っ
た
。

な
お
、
以
下
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
・
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
・
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
を
新
会
社
と
総

称
す
る
。

鳩
山
�
夫
総
務
相
は
今
月
二
十
一
日
の
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
、
政
府
・
自
民
党
内
で
浮
上
し
て
い
る
郵
政
民
営
化
の
見
直

し
論
に
つ
い
て
「
国
有
に
戻
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
よ
り
よ
い
形
が
あ
る
な
ら
ば
大
胆
に
見
直
す
べ
き
だ
」
と
述
べ
、
民
営
化

で
実
施
し
た
四
分
社
化
に
関
し
て
は
「
四
社
の
経
営
が
悪
化
し
て
、
国
民
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と

し
て
新
た
な
制
度
設
計
の
可
能
性
を
示
し
た
が
、
小
泉
政
権
下
で
郵
政
と
同
じ
く
民
営
化
さ
れ
た
公
団
に
つ
い
て
も
再
検
討
の

必
要
な
点
が
存
す
る
と
考
え
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一



一

戦
後
、
国
有
か
ら
民
営
化
さ
れ
た
Ｊ
Ｒ
の
場
合
、
経
営
に
お
い
て
、
下
部
（
イ
ン
フ
ラ
）
の
管
理
と
上
部
（
運
行
・
運

営
）
を
行
う
組
織
を
分
離
し
て
下
部
と
上
部
の
会
計
を
独
立
さ
せ
る
「
上
下
分
離
」
で
上
場
で
き
る
、
そ
う
い
う
見
通
し
で

申
請
を
し
て
東
京
証
券
取
引
所
と
交
渉
を
始
め
た
が
、
資
産
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
自
主
的
な
経
営
権
が
な
く
、
実
体
が
な

い
、
資
産
の
な
い
会
社
の
上
場
は
認
め
ら
れ
な
い
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
急
遽
方
針
を
転
換
し
て
「
上
下
分
離
」
か

ら
「
上
下
一
体
」
に
切
り
か
え
、
初
め
て
上
場
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
点
、
政
府
の
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
（
今
井
敬
委
員
長
）
は
、
民
営
化
後
の
経
営
形
態
を
、
道
路
資

産
の
保
有
と
債
務
返
済
を
担
う
公
的
な
「
保
有
・
債
務
返
済
機
構
」
と
、
高
速
道
の
建
設
や
維
持
・
管
理
を
す
る
新
組
織
に

「
上
下
分
離
」
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
が
、
会
社
の
上
場
に
関
し
て
問
題
と
な
り
う
る
点
、
お
よ
び
そ
の
旨
の
外
部
か
ら
の

指
摘
を
こ
れ
ま
で
に
把
握
・
認
識
し
て
い
る
か
。

二

新
会
社
は
民
営
化
開
始
か
ら
四
十
五
年
後
に
は
借
金
を
返
済
し
て
、
高
速
道
路
を
無
料
開
放
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
、
同
時
に
四
十
五
年
後
に
は
料
金
収
入
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
新
会
社
の
収
入
源
の
中
核
は
料
金
で
あ
る
が
、
政
府
は
「
道
路
料
金
に
は
利
潤
を
見
込
ま
な
い
」
な
ど
と
し
て
料

金
値
下
げ
案
を
打
ち
出
し
、
債
務
返
済
後
は
無
料
開
放
の
予
定
と
さ
れ
て
い
る
。

二



思
う
に
、
上
場
会
社
は
会
社
の
所
有
者
た
る
株
主
の
利
益
を
図
る
責
任
が
あ
り
、
上
場
に
際
し
て
は
、
債
務
圧
縮
が
必
須

な
上
、
配
当
や
株
価
を
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
形
で
株
主
に
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
、
右
の
よ
う
な
一
般
の
株
式
会
社
と
は
異
な
る
特
徴
を
有
す
る
新
会
社
の
上
場
に
つ
き
、
上
場
後
の
株
主
利
益
の

実
現
と
の
関
係
を
い
か
に
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


